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「令和６年能登半島地震災害義援金」募集趣意書（お願い） 

 

１月１日に発生しました「令和６年能登半島地震」でお亡くなりになられた方々に対し、深い哀悼の意を捧げるととも

に、被災者、被災地域の皆様に対して、心からお見舞いを申し上げます。今回の震災は、石川県能登地方を震源とする非

常に強い地震が発生しました。被災地では、未だ余震が続き、また、能登地方を中心とする被害の大きかった地域におい

ては、身の安全確保や生活の維持が最優先であり、被害の全容把握や本格的な事業活動再開には一定の時間を要するもの

と思われます。 

主要産業の拠点が打撃を受け、被災地を越えて全国的なサプライチェーン等への影響など、石川県、富山県、新潟県を

はじめとする北陸経済のみならず、わが国経済への影響も大きく懸念されます。一日も早い復旧・復興を後押しすべく、

被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業に活用していただくための義援金を募集すること

といたします。 

 私ども北大阪商工会議所を通じて賜りました義援金につきましては、日本商工会議所にてとりまとめ、被災地商工会議

所および商工会議所連合会に寄贈し、被災地商工会議所では、頂いた義援金を、被災地の一日も早い復旧・復興のため、

「①被災事業者の事業再開」「②被災商工会議所の再建」「③観光回復等に係る事業」に活用します。 

 つきましては、本義援金の趣旨をご理解いただきまして皆様からの温かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

 

記 

 

○ 募金の目的 令和６年能登半島地震に対する義援金 

○ 募集の期間 令和６年１月２３日（火）～令和６年４月１９日（金）※期間延長しました 

○ 募集の方法 別紙募集要項の銀行口座への送金、または北大阪商工会議所総務部（きらら事務所）でも 

受け付けいたします。 

○ そ の 他 今回の募集については義援金のみとさせていただきます。 

 

※口座番号等の要項は裏面にございます。 

以上



北大阪商工会議所 

「令和６年能登半島地震災害義援金」募集要項 

１ 趣旨 

  令和６年１月１日に発生した「能登半島地震」により被害を受けた被災地の一日も早い復旧・復興のため、「①被災事

業者の事業再開」「②被災商工会議所の再建」「③観光回復等に係る事業」などの援護の一助として義援金の募集を行

います。※法人・個人を問わずご協力をお願いしております。 

 

２ 義援金の募集期間 

  令和６年１月２３日（火）～令和６年４月１９日（金）までとします。※期間延長しました 

 

３ 実施機関 

  義援金の募金活動の実施機関は日本商工会議所とし、とりまとめを北大阪商工会議所とします。 

 

４ 義援金の受付 １口１万円～ 

   送金先（専用口座） 

金融機関：枚方信用金庫 本店営業部  

口座番号：普通預金 ０７５１０９１ 

   口座名義：ｷﾀｵｵｻｶｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮｷﾞｴﾝｷﾝｺｳｻﾞ ｶｲﾄｳ  ｸﾓﾝ ﾃﾂｵ 

北大阪商工会議所義援金口座 会頭 久門 哲男 

             （お手数ですが、手数料はご負担願います） 

 

５ 義援金の取扱い 

  当商工会議所で取りまとめた義援金については「日本商工会議所」を通じて商工業者への支援など、地域の復旧・ 

復興の為、被災商工会議所および商工会議所連合会へ配分されます。 

 

６ 受領書の発行 

寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。詳細は以下のとおりです。 

①個人が義援金を支出する場合の所得税の取扱い 

 → 所得控除はありません。 

②法人が義援金を支出する場合の法人税の取扱い 

→ 一般寄附金は、下記の損金算入限度額までが損金に算入されます。 

〔期末資本金の額等（資本金の額＋資本準備金の額）×12 分の当期の月数×1000 分の 2.5＋所得の金額 

（法人税申告書別表四 仮計の金額＋支出寄附金の額）×100 分の 2.5〕×4 分の 1＝〔損金算入限度額〕 

計算例 期末資本金の額等 1,000 万円、所得の金額 1,500 万円、１年決算法人の場合の損金算入限度額 

〔1,000 万円×12 分の 12×1000 分の 2.5＋ 1,500 万円 ×100 分の 2.5〕×4 分の 1＝〔10 万円〕 

※国または地方公共団体に対する寄附金については、個人において一定の金額の所得控除が可能なほか、法人におい

て全額の損金算入が可能です。一定の金額の所得控除や全額の損金算入を希望される場合は、国または地方公共団体

（県市町村）への募金をご検討いただけますと幸いです。 

領収書は、義援金をお振込みいただきます際の控えをもって、代えさせてさせていただきます。 

預り証が必要な場合はお申し出下さい。 

 

７ 問合せ先 

  北大阪商工会議所 総務部 総務課 

〒573-1159 枚方市車塚 1-1-1 輝きプラザ 6 階 枚方市立地域活性化支援センター内 

  TEL：072-843-5151 FAX：072-841-0173 


